
 

 

2022 年 8月 15 日 

お客様各位 

神原汽船株式会社 

定期コンテナ船部 

 

 

日本から上海向け危険品 Consignee 情報の提出について 
 

拝啓 貴社、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、 

厚くお礼申し上げます。 

さて、上海税関の通達により、上海港での危険品コンテナの安全管理を強化するために、 

2022 年 8月 8 日より、日本から上海向け危険品のマニフェストデータについて、 

新たに Consignee の担当者・電話番号の記載が必須となりました。 

何卒、ご理解・ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

・対象航路    ：日本→上海向け (国際 T/S・厦門・長江向けを含む) 

・対象貨物      ：危険品   

・適用開始時期  ：2022 年 8 月 8 日より 

・提出情報   ：Consignee の担当者(英語)および電話番号 

        ※緊急時に連絡が取れるように携帯電話番号の提出を強く推奨致します。 

        ※携帯電話がない場合は会社の固定電話番号の提出をお願い致します。 

・提出者    ：Shipper(或いはその代理人) 

・提出先     ：弊社日本各港代理店 

・提出方法    ：Booking Order 時に連絡 

 

※ Consignee の担当者および電話番号の情報に不備がある場合、上海側での申告・ 

コンテナ搬出・罰金/罰則・本船着岸不可・SHIP BACK 等の問題が発生する可能性が 

ございます。 

情報不備に起因する罰金/罰則については、お客様にてご負担頂くことになりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

以上 

本件に関するお問合せは下記までお願い致します。 

本社定期コンテナ船部：084-987-1500 東京支店：03-3264-8805 阪神事務所：06-6443-1025 


